
宮城県強い農業・担い手づくり総合支援交付金（整備事業）の一部を改正する要綱 

宮城県強い農業・担い手づくり総合支援交付金（整備事業）（平成 25年 2月 28日施行）の一部を次のように改正する。 

改正後（新） 改正前（旧） 

宮城県強い農業・担い手づくり総合支援交付金（整備事業）交付要綱 

 

（趣 旨） 

第１ 県は，強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱（平成３１年４月１日付け３０生産第２２１８

号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。），強い農業・担い手づくり総合支援交付金交

付要綱（平成３１年４月１日付け３０生産第２２２６号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」と

いう。），強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付対象事業事務及び交付対象事業費の取扱いについて

（平成３１年４月１日付け３０食産第５３９５号農林水産省食料産業局長，３０生産第２２２０号農林水産

省生産局長，３０政統第２１９３号農林水産省政策統括官通知），強い農業・担い手づくり総合支援交付金

のうち産地基幹施設等支援タイプの配分基準について（平成３１年４月１日付け３０食産第５３９４号農林

水産省食料産業局長，３０生産第２２１９号農林水産省生産局長，３０政統第２１９２号農林水産省政策統

括官通知）国産農畜産物供給力強靱化対策実施要領（令和２年４月３０日付け２生産第２９０号農林水産省

生産局長，２政統第３０１号農林水産省政策統括官通知。以下「国供給力強靭化実施要領」という。）に基

づき，事業実施主体が行う強い農業・担い手づくり総合支援交付金（以下「交付金」という。）による対策

事業に要する経費について，間接補助事業者等にあっては当該間接補助事業者等の主たる所在地の市町村に，

それ以外の事業実施主体にあっては当該事業実施主体に対し，予算の範囲内において交付金を交付するもの

とし，その交付等に関しては，補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか，この要綱の定めるところによる。 

 

 

 

（交付対象等） 

第２ 国実施要綱に係る取組の交付対象は，国実施要綱の別表１のⅠ産地基幹施設等支援タイプに掲げるとおり

とし，国供給力強靱化実施要領に係る取組の交付対象は，国被災産地実施要領の第２，第４，別紙に定めるも

のとする。また，交付率又は交付額は，別表のとおりとする。 
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宮城県強い農業・担い手づくり総合支援交付金（整備事業）交付要綱 

 

（趣 旨） 

第１ 県は，強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱（平成３１年４月１日付け３０生産第２２１８

号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。），強い農業・担い手づくり総合支援交付金交

付要綱（平成３１年４月１日付け３０生産第２２２６号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」と

いう。），強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付対象事業事務及び交付対象事業費の取扱いについて

（平成３１年４月１日付け３０食産第５３９５号農林水産省食料産業局長，３０生産第２２２０号農林水産

省生産局長，３０政統第２１９３号農林水産省政策統括官通知），強い農業・担い手づくり総合支援交付金

のうち産地基幹施設等支援タイプの配分基準について（平成３１年４月１日付け３０食産第５３９４号農林

水産省食料産業局長，３０生産第２２１９号農林水産省生産局長，３０政統第２１９２号農林水産省政策統

括官通知）及び令和元年８月から９月の前線に伴う大雨（台風第１０号，第１３号，第１５号及び第１７号

の暴風雨を含む。）及び台風第１９号等被災産地施設整備等対策実施要領（令和元年１１月１９日付け元食

産第３０２９号農林水産省食料産業局長，元生産第１１６０号農林水産省生産局長，元政統第１１５２号農

林水産省政策統括官通知。以下「国被災産地実施要領」という。）に基づき，事業実施主体が行う強い農業

・担い手づくり総合支援交付金（以下「交付金」という。）による対策事業に要する経費について，間接補

助事業者等にあっては当該間接補助事業者等の主たる所在地の市町村に，それ以外の事業実施主体にあって

は当該事業実施主体に対し，予算の範囲内において交付金を交付するものとし，その交付等に関しては，補

助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，この要綱

の定めるところによる。 

 

（交付対象等） 

第２ 国実施要綱に係る取組の交付対象は，国実施要綱の別表１のⅠ産地基幹施設等支援タイプに掲げるとおり

とし，国被災産地実施要領に係る取組の交付対象は，国被災産地実施要領の第２，第４，別紙１及び２に定め

るものとする。また，交付率又は交付額は，別表のとおりとする。 
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附 則 

１ この要綱は，令和２年７月  日から施行し，令和２年度に係る交付金に適用する。 

２ 令和元年度（平成３１年度）までに実施した事業（令和元年８月から９月の前線に伴う大雨（台風第１０号，第１３号，第１５号及び第１７号の暴風雨を含む。）及び台風第１９号等被災産地施設整備等対策実施要領（令

和元年１１月１９日付け元食産第３０２９号農林水産省食料産業局長，元生産第１１６０号農林水産省生産局長，元政統第１１５２号農林水産省政策統括官通知。）に係る取組を含む。）については，なお従前の例による

こととする。 

３ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該交付金に係る予算が成立した場合に，当該交付金にも適用するものとする。 

 


